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ID: 327   
担当部署: 農業委員会  

処分の概要 農地利用規約の認定 

法 令 名 

根 拠 条 項 
農住組合法 第13条第3項 

法 令 番 号 昭和55年法律第86号 

【基準】 

 法第13条第3項及び第4項の規定による。 
第13条 
3 組合は、農地利用規約を定めたときは、主務省令で定めるところにより、これを市町村長(特
別区の区長を含む。以下同じ。)に提出して、当該農地利用規約が営農地区における当面の営
農の円滑な継続に資するものである旨の認定を受けることができる。 

4 市町村長は、前項の規定による認定の申請があつた場合において、申請に係る農地利用規約
の設定手続又は申請手続が法令に違反していると認めるときは、同項の認定をしてはならな

い。 
 

標準処理期間 30日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 328   
担当部署: 農業委員会  

処分の概要 農地等の権利移動の許可 

法 令 名 

根 拠 条 項 
農地法 第3条第1項 

法 令 番 号 昭和27年法律第229号 

【基準】 

 法第3条第1項から第3項までの規定による。 
 (農地又は採草放牧地の権利移動の制限) 
第3条 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借
による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移

転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければな

らない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第5条第1項本文に規定する場合は、
この限りでない。 

(1) 第46条第1項又は第47条の規定によつて所有権が移転される場合 
(2) 第36条第3項の規定により都道府県知事が作成した調停案の受諾に伴い所有権が移転され、
又は賃借権が設定され、若しくは移転される場合 

(3) 第37条から第40条までの規定によつて第37条に規定する特定利用権が設定される場合 
(4) 第43条の規定によつて同条第1項に規定する遊休農地を利用する権利が設定される場合 
(5) これらの権利を取得する者が国又は都道府県である場合 
(6) 土地改良法(昭和24年法律第195号)、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58
号)、集落地域整備法(昭和62年法律第63号)又は市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)によ
る交換分合によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合 

(7) 農業経営基盤強化促進法第19条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めると
ころによつて同法第4条第4項第1号の権利が設定され、又は移転される場合 

(8) 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年
法律第72号)第9条第1項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところに
よつて同法第2条第3項第3号の権利が設定され、又は移転される場合 

(9) 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成19年法律第48
号)第8条第1項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて同
法第5条第8項の権利が設定され、又は移転される場合 

(10) 民事調停法(昭和26年法律第222号)による農事調停によつてこれらの権利が設定され、又
は移転される場合 

(11) 土地収用法(昭和26年法律第219号)その他の法律によつて農地若しくは採草放牧地又はこ
れらに関する権利が収用され、又は使用される場合 

(12) 遺産の分割、民法(明治29年法律第89号)第768条第2項(同法第749条及び第771条において
準用する場合を含む。)の規定による財産の分与に関する裁判若しくは調停又は同法第958条
の3の規定による相続財産の分与に関する裁判によつてこれらの権利が設定され、又は移転さ
れる場合 

(13) 農業経営基盤強化促進法第8条第1項に規定する農地保有合理化法人(以下「農地保有合理
化法人」という。)又は同法第11条の12に規定する農地利用集積円滑化団体(以下「農地利用集
積円滑化団体」という。)が、農林水産省令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届
け出て、同法第4条第2項第1号に規定する農地売買等事業(以下「農地売買等事業」という。)
の実施によりこれらの権利を取得する場合 
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(14) 農業協同組合法第10条第3項の信託の引受けの事業又は農業経営基盤強化促進法第4条第
2項第2号若しくは第2号の2に掲げる事業(以下これらを「信託事業」という。)を行う農業協同
組合又は農地保有合理化法人が信託事業による信託の引受けにより所有権を取得する場合及

び当該信託の終了によりその委託者又はその一般承継人が所有権を取得する場合 
(15) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下単に「指定都市」と
いう。)が古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1号)第19条の規
定に基づいてする同法第11条第1項の規定による買入れによつて所有権を取得する場合 

(16) その他農林水産省令で定める場合 
2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。ただし、民
法第269条の2第1項の地上権又はこれと内容を同じくするその他の権利が設定され、又は移転
されるとき、農業協同組合法第10条第2項に規定する事業を行う農業協同組合又は農業協同組
合連合会が農地又は採草放牧地の所有者から同項の委託を受けることにより第1号に掲げる
権利が取得されることとなるとき、同法第11条の31第1項第1号に掲げる場合において農業協
同組合又は農業協同組合連合会が使用貸借による権利又は賃借権を取得するとき、並びに第1
号、第2号、第4号及び第5号に掲げる場合において政令で定める相当の事由があるときは、こ
の限りでない。 

(1) 所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及
び収益を目的とする権利を取得しようとする者又はその世帯員等の耕作又は養畜の事業に必

要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、これらの者がその取得後にお

いて耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又

は養畜の事業を行うと認められない場合 
(2) 農業生産法人以外の法人が前号に掲げる権利を取得しようとする場合 
(3) 信託の引受けにより第1号に掲げる権利が取得される場合 
(4) 第1号に掲げる権利を取得しようとする者(農業生産法人を除く。)又はその世帯員等がその
取得後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない場合 

(5) 第1号に掲げる権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその取得後において耕作の
事業に供すべき農地の面積の合計及びその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき採

草放牧地の面積の合計が、いずれも、北海道では2ヘクタール、都府県では50アール(農業委
員会が、農林水産省令で定める基準に従い、市町村の区域の全部又は一部についてこれらの

面積の範囲内で別段の面積を定め、農林水産省令で定めるところにより、これを公示したと

きは、その面積)に達しない場合 
(6) 農地又は採草放牧地につき所有権以外の権原に基づいて耕作又は養畜の事業を行う者がそ
の土地を貸し付け、又は質入れしようとする場合(当該事業を行う者又はその世帯員等の死亡
又は第2条第2項に掲げる事由によりその土地について耕作、採草又は家畜の放牧をすること
ができないため一時貸し付けようとする場合、当該事業を行う者がその土地をその世帯員等

に貸し付けようとする場合、農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体がその土地を

農地売買等事業の実施により貸し付けようとする場合、その土地を水田裏作(田において稲を
通常栽培する期間以外の期間稲以外の作物を栽培することをいう。以下同じ。)の目的に供す
るため貸し付けようとする場合及び農業生産法人の常時従事者たる構成員がその土地をその

法人に貸し付けようとする場合を除く。) 
(7) 第1号に掲げる権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその取得後において行う耕
作又は養畜の事業の内容並びにその農地又は採草放牧地の位置及び規模からみて、農地の集

団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ

総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合 
3 農業委員会は、農地又は採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権が設定される場
合において、次に掲げる要件の全てを満たすときは、前項(第2号及び第4号に係る部分に限る。)
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の規定にかかわらず、第1項の許可をすることができる。 
(1) これらの権利を取得しようとする者がその取得後においてその農地又は採草放牧地を適正
に利用していないと認められる場合に使用貸借又は賃貸借の解除をする旨の条件が書面によ

る契約において付されていること。 
(2) これらの権利を取得しようとする者が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担
の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。 

(3) これらの権利を取得しようとする者が法人である場合にあつては、その法人の業務を執行
する役員のうち1人以上の者がその法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事すると認めら
れること。 

 
 

標準処理期間 40日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 273   
担当部署: 農業委員会  

処分の概要 特定農地貸付けに関する承認 

法 令 名 

根 拠 条 項 
特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律 第3条第3項 

法 令 番 号 平成元年法律第58号 

【基準】 

 法第3条の規定による。 
 (特定農地貸付けの承認) 
第3条 特定農地貸付けを行おうとする者は、その特定農地貸付けについて、申請書に貸付規程

(地方公共団体及び農業協同組合以外の者にあっては、貸付規程及び貸付協定)を添えてその特
定農地貸付けに係る農地の所在地を管轄する農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和26
年法律第88号)第3条第1項ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあ
っては、市町村長。以下同じ。)に提出して、第3項の規定による承認を求めることができる。 

2 前項の貸付規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 
(1) 特定農地貸付けの用に供する農地の所在、地番及び面積 
(2) 特定農地貸付けを受ける者の募集及び選考の方法 
(3) 特定農地貸付けに係る農地の貸付けの期間その他の条件 
(4) 特定農地貸付けに係る農地の適切な利用を確保するための方法 
(5) その他農林水産省令で定める事項 
3 農業委員会は、第1項の承認の申請があった場合において、その申請が次に掲げる要件に該
当すると認めるときは、その旨の承認をするものとする。 

(1) 前項第1号に規定する農地の周辺の地域における農用地(耕作の目的又は主として耕作若し
くは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地をいう。)の農業上の
効率的かつ総合的な利用を確保する見地からみて、当該農地が適切な位置にあり、かつ、妥

当な規模を超えないものであること。 
(2) 特定農地貸付けを受ける者の募集及び選考の方法が公平かつ適正なものであること。 
(3) 前項第3号から第5号までに掲げる事項が特定農地貸付けの適正かつ円滑な実施を確保する
ために有効かつ適切なものであること。 

(4) その他政令で定める基準に適合するものであること。 
4 前3項に規定するもののほか、前項の承認及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定め
る。 

 

標準処理期間 30日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 274   
担当部署: 農業委員会  

処分の概要 特定農地貸付けの変更の承認（第3条第3項の準用） 

法 令 名 

根 拠 条 項 
特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令 第4条第1項 

法 令 番 号 平成元年政令第258号 

【基準】 

 準用する法第3条第3項と同様に法第3条の規定による。 
 (特定農地貸付けの承認) 
第3条 特定農地貸付けを行おうとする者は、その特定農地貸付けについて、申請書に貸付規程

(地方公共団体及び農業協同組合以外の者にあっては、貸付規程及び貸付協定)を添えてその特
定農地貸付けに係る農地の所在地を管轄する農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和26
年法律第88号)第3条第1項ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあ
っては、市町村長。以下同じ。)に提出して、第3項の規定による承認を求めることができる。 

2 前項の貸付規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 
(1) 特定農地貸付けの用に供する農地の所在、地番及び面積 
(2) 特定農地貸付けを受ける者の募集及び選考の方法 
(3) 特定農地貸付けに係る農地の貸付けの期間その他の条件 
(4) 特定農地貸付けに係る農地の適切な利用を確保するための方法 
(5) その他農林水産省令で定める事項 
3 農業委員会は、第1項の承認の申請があった場合において、その申請が次に掲げる要件に該
当すると認めるときは、その旨の承認をするものとする。 

(1) 前項第1号に規定する農地の周辺の地域における農用地(耕作の目的又は主として耕作若し
くは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地をいう。)の農業上の
効率的かつ総合的な利用を確保する見地からみて、当該農地が適切な位置にあり、かつ、妥

当な規模を超えないものであること。 
(2) 特定農地貸付けを受ける者の募集及び選考の方法が公平かつ適正なものであること。 
(3) 前項第3号から第5号までに掲げる事項が特定農地貸付けの適正かつ円滑な実施を確保する
ために有効かつ適切なものであること。 

(4) その他政令で定める基準に適合するものであること。 
4 前3項に規定するもののほか、前項の承認及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定め
る。 

 
 

標準処理期間 30日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 309   
担当部署: 農業委員会  

処分の概要 農用地の一時貸付に係る事業参加資格の認定 

法 令 名 

根 拠 条 項 
土地改良法 第3条第3項 

法 令 番 号 昭和24年法律第195号 

【基準】 

 法第3条第3項の規定による。 
第3条 
3 前2項の規定の適用については、賃貸人又は貸主が、疾病その他農林水産省令で定める事由
によつて当該農用地につき自ら耕作又は養畜の業務を営むことができないため、一時その農

用地を他人に貸し付け、その耕作又は養畜の業務の目的に供した場合において、農業委員会

が、政令の定めるところにより、その賃貸人又は貸主が近く自ら耕作又は養畜の業務を営む

ものと認め、かつ、これを相当と認めるときは、その賃貸人又は貸主をその農用地につき権

原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者とみなす。  
 
 省令第5条 
 (一時耕作の場合の自作不能の事由) 
第5条 法第3条第3項の農林水産省令で定める事由は、次に掲げるものとする。 
(1) 就学 
(2) 選挙による公務就任その他の事由で農業委員会が自ら耕作又は養畜の業務を営まないこと
をやむなくさせた事由と認めたもの 

 
 政令第1条の6 
 (一時耕作の場合の認定) 
第1条の6 農業委員会は、法第3条第3項の規定による認定をしたときは、遅滞なく、その旨を
公告し、かつ、当該認定に係る賃貸人又は貸主に通知しなければならない。 

 

標準処理期間 7日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 310   
担当部署: 農業委員会  

処分の概要 農地保有合理化法人の借受農用地に係る事業参加資格の認定 

法 令 名 

根 拠 条 項 
土地改良法 第3条第4項 

法 令 番 号 昭和24年法律第195号 

【基準】 

 法第3条第4項の規定による。 
第3条 
4 第1項又は第2項の規定の適用については、農地保有合理化法人(農業経営基盤強化促進法(昭
和55年法律第65号)第8条第1項に規定する農地保有合理化法人をいう。以下同じ。)若しくは
農地利用集積円滑化団体(同法第11条の12に規定する農地利用集積円滑化団体(同法第4条第2
項第1号に規定する農地売買等事業を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)がその借り受けて
いる農用地をまだ貸し付けていないとき、又は農地保有合理化法人若しくは農地利用集積円

滑化団体がその借り受けている農用地を農地保有合理化事業(同法第4条第2項に規定する農
地保有合理化事業をいう。)若しくは農地利用集積円滑化事業(同条第3項に規定する農地利用
集積円滑化事業をいう。)の実施により貸し付けるまでの間一時他人に貸し付け、その耕作若
しくは養畜の業務の目的に供した場合において農業委員会が政令の定めるところによりその

旨の認定をしたときは、その農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体をその農用地

につき権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者とみなす。 
 

標準処理期間 7日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 1560   
担当部署: 農業委員会  

処分の概要 農地利用集積円滑化事業規程の変更等の承認 

法 令 名 

根 拠 条 項 
農業経営基盤強化促進法 第11条の10第1項 

法 令 番 号 昭和55年法律第65号 

【基準】 

 法第11条の10の規定による。 
第11条の10 前条第1項の承認を受けた者は、農地利用集積円滑化事業規程の変更又は廃止をし
ようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、同意市町村の承認を受けなければ

ならない。 
2 前条第3項から第5項までの規定は前項の規定による変更の承認について、同条第4項及び第5
項の規定は前項の規定による廃止の承認について準用する。 

 

標準処理期間 30日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 3061   
担当部署: 農業委員会  

処分の概要 交換分合計画の認可 

法 令 名 

根 拠 条 項 
農住組合法 第9条第1項 

法 令 番 号 昭和55年法律第86号 

【基準】 

 法第9条の規定による。 
 (交換分合計画の決定手続) 
第9条 組合は、第7条第2項第3号に掲げる事業を行おうとする場合には、総会の議決を経て交
換分合計画を定め、その交換分合計画により同号の交換分合(以下「交換分合」という。)をす
べき土地について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその

他の使用及び収益を目的とする権利を有する者のすべての同意を得て、都道府県知事の認可

を受けなければならない。 
2 前項の交換分合計画は、主務省令で定めるところにより1団の住宅地等及び1団の営農地等が
適切に配置され、それぞれの用途に応じた土地の有効利用が図られるようにこれを定めなけ

ればならない。 
3 都道府県知事は、交換分合計画において定める農地に係る権利の設定又は移転(市街化区域内
農地を住宅地等へ転換するためのものを除く。)の内容が農地法(昭和27年法律第229号)第3条
第2項の規定により同条第1項の許可をすることができない場合に該当すると認めるときは、
第1項の規定による認可をしてはならない。 

4 交換分合計画につき第1項の規定による認可があつたときは、当該交換分合計画において定
める農地に係る権利の設定又は移転については、市街化区域内農地を住宅地等へ転換するた

めのものにあつては農地法第5条第1項第6号に規定する場合に該当するものとして同項の許
可を要しない場合に該当するものとみなし、それ以外のものにあつては同法第3条第1項の許
可があつたものとみなす。 

 

標準処理期間 30日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 3042   
担当部署: 農業委員会  

処分の概要 農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可 

法 令 名 

根 拠 条 項 
農地法 第18条第1項 

法 令 番 号 昭和27年法律第229号 

【基準】 

 法第18条の規定による。 
 (農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の制限) 
第18条 農地又は採草放牧地の賃貸借の当事者は、政令で定めるところにより都道府県知事の
許可を受けなければ、賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃

貸借の更新をしない旨の通知をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場

合は、この限りでない。 
(1) 解約の申入れ、合意による解約又は賃貸借の更新をしない旨の通知が、信託事業に係る信
託財産につき行われる場合(その賃貸借がその信託財産に係る信託の引受け前から既に存して
いたものである場合及び解約の申入れ又は合意による解約にあつてはこれらの行為によつて

賃貸借の終了する日、賃貸借の更新をしない旨の通知にあつてはその賃貸借の期間の満了す

る日がその信託に係る信託行為によりその信託が終了することとなる日前1年以内にない場
合を除く。) 

(2) 合意による解約が、その解約によつて農地若しくは採草放牧地を引き渡すこととなる期限
前6箇月以内に成立した合意でその旨が書面において明らかであるものに基づいて行われる
場合又は民事調停法による農事調停によつて行われる場合 

(3) 賃貸借の更新をしない旨の通知が、10年以上の期間の定めがある賃貸借(解約をする権利を
留保しているもの及び期間の満了前にその期間を変更したものでその変更をした時以後の期

間が10年未満であるものを除く。)又は水田裏作を目的とする賃貸借につき行われる場合 
(4) 第3条第3項の規定の適用を受けて同条第1項の許可を受けて設定された賃借権に係る賃貸
借の解除が、賃借人がその農地又は採草放牧地を適正に利用していないと認められる場合に

おいて、農林水産省令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て行われる場合 
(5) 第37条から第40条までの規定によつて設定された第37条に規定する特定利用権に係る賃
貸借の解除が、第41条の規定により都道府県知事の承認を受けて行われる場合 

(6) 農業経営基盤強化促進法第19条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めると
ころによつて同法第18条第2項第6号に規定する者に設定された賃借権に係る賃貸借の解除
が、その者がその農地又は採草放牧地を適正に利用していないと認められる場合において、

農林水産省令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て行われる場合 
2 前項の許可は、次に掲げる場合でなければしてはならない。 
(1) 賃借人が信義に反した行為をした場合 
(2) その農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにすることを相当とする場合 
(3) 賃借人の生計(法人にあつては、経営)、賃貸人の経営能力等を考慮し、賃貸人がその農地又
は採草放牧地を耕作又は養畜の事業に供することを相当とする場合 

(4) 賃借人である農業生産法人が農業生産法人でなくなつた場合並びに賃借人である農業生産
法人の構成員となつている賃貸人がその法人の構成員でなくなり、その賃貸人又はその世帯

員等がその許可を受けた後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地のす

べてを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うことができると認められ、かつ、その事
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業に必要な農作業に常時従事すると認められる場合 
(5) その他正当の事由がある場合 
3 都道府県知事が、第1項の規定により許可をしようとするときは、あらかじめ、都道府県農
業会議の意見を聞かなければならない。 

4 第1項の許可は、条件をつけてすることができる。 
5 第1項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。 
6 農地又は採草放牧地の賃貸借につき解約の申入れ、合意による解約又は賃貸借の更新をしな
い旨の通知が第1項ただし書の規定により同項の許可を要しないで行なわれた場合には、これ
らの行為をした者は、農林水産省令で定めるところにより、農業委員会にその旨を通知しな

ければならない。 
7 前条又は民法第617条(期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)若しくは第618条(期間の定
めのある賃貸借の解約をする権利の留保)の規定と異なる賃貸借の条件でこれらの規定による
場合に比して賃借人に不利なものは、定めないものとみなす。 

8 農地又は採草放牧地の賃貸借につけた解除条件(第3条第3項第1号及び農業経営基盤強化促
進法第18条第2項第6号に規定する条件を除く。)又は不確定期限は、つけないものとみなす。 

 
 

標準処理期間 30日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
 


